
995

F C 150
F C 200

J IS
B  0403
（1995）

１.適 用 範 囲

５.公 差 等 級

この規格は、鋳造品の寸法に対する公差方式及び要求する削り代方式について規定し、金属

及びそれらの合金を種々の方式で鋳造した鋳造品の寸法に適用する。

この規格は、図面に一括して指示する鋳造品の普通寸法公差（以下、普通公差という。）の等

級及び要求する削り代、並びに特定の寸法の後に続けて直接指示する個々の公差等級及び要

求する削り代の両方に適用する。

この規格は、鋳造工場が模型（pattern equipment）又は金型を準備する場合、又はその準備

に対して責任を負う場合に適用する。

CT1～CT16で表示する16等級とする（表1参照）。普通公差がふさわしくない寸法に対しては、

個々の公差を割り当てる。

６.型 ず れ 特に指定のある場合を除いて、型ずれは、表1に示す公差内になければならない（図4参照）。

型ずれの最大値を更に制限する場合には、図面上にその最大値を指示する。

７.肉 厚 特に指定がある場合を除いて、公差等級CT1～CT15における肉厚の寸法公差は、他の部分に

適用する公差等級よりも１等級大きい公差とする。例えば、図面上の寸法公差がCT10である

ならば、肉厚の公差はCT11とする。

表1　鋳造品の寸法公差

図4　最大型ずれ

鋳放し鋳造品の
基準寸法
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